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申告書作成相談特設会場
成田ニュータウンセンタービル

　

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の

確
定
申
告
の
受
け
付
け
が
、
2
月
16
日

（
金
）か
ら
3
月
15
日（
木
）ま
で
行
わ
れ

ま
す（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
、

2
月
18
日（
日
）と
25
日（
日
）は
受
け
付

け
）。

　

成
田
税
務
署
特
設
会
場
で
は
所
得
税

の
確
定
申
告
を
、
市
役
所
と
市
内
各

地
区
の
会
場
で
は
市
・
県
民
税
の
申
告

と
所
得
税
の
確
定
申
告
を
受
け
付
け�

ま
す
。

　

な
お
、
成
田
税
務
署
で
は
、
昨
年
に

引
き
続
き
確
定
申
告
書
の
作
成
相
談
会

場
を
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
4
階
特
設
会
場
に
設
置
し
ま
す（
4

月
2
日（
月
）ま
で
）。
こ
の
期
間
は
、

成
田
税
務
署
内
で
は
確
定
申
告
の
作
成

書
を
必
ず
作
成
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ

い
）。

〜
成
田
税
務
署
特
設
会
場
の
ほ
か
市
役

所
な
ど
で
も
〜

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
成
田
税
務

署
特
設
会
場
ま
た
は
市
役
所
6
階
中
会

議
室
、
下
総
・
大
栄
支
所
の
2
階
会
議

室
、各
地
区
の
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
の
所
得

税
の
確
定
申
告
は
、
成
田
税
務
署
特
設

会
場
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�

分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ

る
人

�

事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
が
5
0
0

万
円
以
上
の
人

�

青
色
申
告
を
す
る
人

　

市
役
所
や
各
地
区
の
会
場
で
は
、
受

相
談
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

��

申
告
会
場
は
、
3
月
に
な
る
と
大
変

込
み
合
い
ま
す
。
早
め
に
準
備
を
し
て
、

な
る
べ
く
2
月
中
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

〜
市
役
所
と
市
内
各
地
区
の
会
場
で
〜

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
2
月
1
日

か
ら
受
け
付
け
を
始
め
て
い
ま
す
が
、

16
日（
金
）か
ら
は
市
役
所
は
6
階
中
会

議
室
で
、
下
総
・
大
栄
支
所
は
そ
れ
ぞ

れ
こ
れ
ま
で
と
同
じ
2
階
会
議
室
で
受

け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
地
区
で
も
下
記
の
日
程
で

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
農
業
所
得
の
あ
る
人
は
、
16

日（
金
）か
ら
受
け
付
け
ま
す（
収
支
内
訳

 

受
け
付
け
は

 

3
月
15
日
ま
で

付
で
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま
す
。
順
番

が
来
る
ま
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　

各
会
場
に
は
申
告
書
の
自
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
成
田

税
務
署（
☎
28
‐
5
1
5
1
）ま
た
は

市
税
務
課（
☎
20
‐
1
5
1
3
）へ
。

 

市
・
県
民
税
の
申
告

 

所
得
税
の
確
定
申
告

 

自
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
も 

 

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け
が

2
月
16
日（
金
）か
ら
3
月
15
日（
木
）ま
で
行
わ
れ
ま
す
。
申
告

会
場
は
3
月
に
な
る
と
大
変
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
準

備
し
て
な
る
べ
く
2
月
中
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受付期日 会場 時間

2月16日（金）～3
月15日（木）（土・
日曜日を除く。た
だし、2月18日（日）
と25日（日）は受け
付け）

市・県民税の申告
は市役所6階中会
議室、支所2階会
議室

  午前9時～正午
  午後1時～5時

※支所は、地区ご
とに指定された日
に申告をお願いし
ます。

所得税の確定申告
は税務署特設会場
または市役所・支
所の上記会場

2月22日（木） 公津公民館

  午前9時～正午
  午後1時～3時     

23日（金） 保健福祉館

28日（水） 久住公民館

3月 1日（木） 豊住公民館

2日（金） 八生公民館

7日（水） 中郷公民館

8日（木）
三里塚コミュニ
ティセンター

申告会場と受付日時

◆ 特設会場には駐車場がありませんので、電車・バス
などをご利用ください。受付時間は午前9時から午後
5時までです。

申
告
は
早
め
に
最
寄
り
の
会
場
で

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告

� 広報なりた2007.2.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


